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な総合型地域スポーツクラブに育ってほしいと

思います。 

 西根地区における西根ときめきスポーツクラ

ブは、単独で運営していますが、総合型地域ス

ポーツクラブの花スポを中心とする地域スポー

ツクラブとして支部的なつながりで運営すべき

だと思います。また、ほか地区においてもコミ

セン化を契機に地域スポーツクラブの設立を促

し、花スポの支部的な位置づけで、コミュニテ

ィーの核となる地域スポーツクラブとして運営

する組織にすべきだと思います。総合型地域ス

ポーツクラブは、行政にかわってスポーツ施設

の管理から競技大会の運営をつかさどる、スポ

ーツのかなめである総合型地域スポーツクラブ

として自立するため、組織と体制を充実してい

くべきだと思いますが、教育長のお考えを伺い

ます。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 ただいまお話がございました

西根ときめきスポーツクラブに関しましては、

花スポの当初つくりましたマスタープランにお

いても同様な考え方があったようでございます。

西根ときめきスポーツクラブも含めまして、各

地区公民館単位の組織を地域における拠点と位

置づけをし、花スポとの一体的な取り組みを想

定しているところでございます。 

 現在においても、各地区の公民館単位でスポ

ーツ、レクリエーション事業が数多く開催され

ておりまして、市民スポーツの普及、発展に大

きく寄与いただいておりますけれども、議員ご

提案のとおり、コミセン化を契機に、花スポと

連携しながら地域の自主的なスポーツクラブと

して活動していただくことによりまして、市民

ひとり１スポーツの目標に向けて大きく前進し

ていくものというふうに期待しているところで

ございます。 

○渋谷佐輔議長 ２番、浅野敏明議員。 

○２番 浅野敏明議員 ありがとうございました。

これで質問を終わります。 
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○渋谷佐輔議長 次に、順位４番、議席番号４番、

内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 長井創生の内谷邦彦です。 

 通告書では、ふるさと納税事業についてを最

初の質問とさせていただいてますが、申しわけ

ないのですが、２項目の全国学力・学習状況調

査の結果内容についてから質問させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 文部科学省は８月28日、平成29年度、2017年

度の全国的な学力調査、全国学力・学習状況調

査、全国学力テストの結果を公開しました。 

 文部科学省は、全国的に子供たちの学力状況

を把握するため、平成19年度から全国学力・学

習状況調査、いわゆる全国学力テストを実施し

ています。調査の対象学年は、小学６年生と中

学３年生。児童生徒への調査に加え、保護者に

対する調査も実施し、平成29年度の参加学校数

は２万9,850校、平成29年度からは都道府県別

の結果に加え、指定都市の調査結果も公表して

いるとしております。受験生は、小学生で約99

万9,700人、中学生で98万2,800人。山形県では

小学生で8,800人、中学生で9,450人となってお

ります。 

 教育長に伺います。今回、結果を確認します

と、山形県は小学生が都道府県別で40位、中学

生は34位となっており、平均正答率について、

山形県の平均値との比較で長井市が同等なのか

どうかを伺います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 お答えを申し上げます。 

 ただいま内谷議員のほうからご紹介ありまし

たとおり、全国学力・学習状況調査が毎年４月
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に実施されているところでございます。小学校、

中学校それぞれ国語と算数、数学、Ａ、Ｂ問題

の２種類で構成されてございます。 

 Ａ問題は基礎的、基本的な問題、それからＢ

問題におきましては応用、活用を主とした問題

でございます。言ってみれば応用問題といった

ところでございます。 

 小学校におきましては、その結果でございま

すけれども、本市の結果は、小学校におきまし

ては国語Ａ、Ｂ、それから算数Ａ、Ｂの全てに

おいて、残念ながら全国、それから県の正答率

をやや下回るという結果になってございます。

特に国語のＢ、算数のＢ問題におきまして、問

題形式が記述式の問題においての正答率が低い

という実態でございました。 

 ただ、先ほどありましたとおり、学力と同時

に調べている学習状況調査、こちらのほうも結

果が出ているわけでございますが、学習状況、

これは学習に取り組む態度であるとか、ふだん

の生活の様子を調べるものでございます。これ

については、まず、問題に対する無回答率、こ

れは全国や県よりも低く、問題を何とかして解

こうという姿勢はうかがえるところでございま

す。また、子供たちの質問紙では、国語の勉強

は好きですかとか、それから算数の問題を解く

とき、もっと違う方法を考えますかというよう

なことでは、学習に対する意識でございますが、

全国や県よりも高くなっている。ただ、学力の

ほうではどちらも、Ａ、Ｂ問題、国語も算数も

下回っているといった状況でございます。 

 それから、中学校のほうでございますが、こ

ちらのほうは、国語のＡ問題、Ｂ問題ともに、

全国、県と比較して、ほぼ同等、もしくは上回

る結果というふうになってございます。それか

ら、数学Ａ、Ｂに関しましても、県平均を上回

り、全国とほぼ同等という結果となってござい

ます。 

 それから、先ほど申し上げました学習状況に

つきましては、中学校の場合は、学校で好きな

授業があるか、それから数学がもっとできるよ

うになりたいか、それから家で学校の授業の復

習をしているかなどにつきましては、やはり小

学校と同様に、学習に対する意識が全国や県よ

りも高くなっているという結果が出ているとこ

ろでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 2014年より確認しますと、小学生では2014年、

20位、2015年、31位、2016年、36位。中学生で

は2014年が15位、2015年が18位、2016年が23位

となっており、2014年より徐々に順位が下がっ

てきておりますが、この傾向は長井市でも同等

と考えていいのかを伺います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 ただいまご質問をいただきま

した、この順位が下がっているかということで

ございますけれども、順位としては、都道府県

の中で何位というようなあらわし方はなかなか

できないわけでございますけれども、正答率、

この変化で見ますと、小学校は県と同様に、先

ほども結果を申し上げましたとおり、徐々にや

はり悪くなっているという結果でございます。

そういう傾向があるというのは事実でございま

す。一方、中学校は、ほぼ横ばいで推移してお

りまして、徐々に悪くなっているという、そう

いう傾向はございません。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 先ほどもありましたけど

も、各科目を見てみますと、小学生、中学生と

も国語の場合、国語Ａの基礎的な知識、技能を

活用することができるかどうかで、特に国語Ｂ

が悪いというふうに考えていますけども、この

ことについて、今後の対応に関してはどのよう

に行うかということはあるんでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 ただいまご質問いただいたこ
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とについてでございますが、国語のＢが悪いの

ではないかということですけれども、特にこれ

は小学校において、ここ数年の傾向であるとい

うふうに言えるかと思います。ただ、中学校で

は、先ほど申しましたとおり、全国と同等の結

果ですので、そこで特に小学校における問題と

いうのを申し上げてみたいというふうに思いま

す。 

 小学生がつまずいている問題を分析してみま

すと、文章全体を要約するような問題、それか

ら複数の文章を読んで答えを記述する問題、こ

れらの正答率が非常に低くなってございます。

全体を引き下げているということになっていま

す。 

 現場では、日ごろから１単位時間、小学校は

45分なわけですけれども、その学習の中で身に

つけさせるべき力を明確にして授業を行うとい

うことはもちろんでございますけれども、友達

と、学級の仲間と交流をする時間を積極的に設

けてみたり、それから理由や根拠を明らかにし

てノートに自分の考えをしっかりまとめるとい

う取り組み、それから、その上で意見を交換す

る、そのような授業を大事にしようということ

で、今、取り組んでいるところでございます。 

 それから、長井市が昨年度来、県内で初めて

取り入れました１学級１新聞授業、これを活用

しながら、文章を要するに何が書いてあるのか

を瞬時につかむ、そういう力であるとか、要旨

をまとめることであるとか、それから見出しの

つけ方であるとか、それからそういうことをＮ

ＩＥ、ニュースペーパー・イン・エデュケーシ

ョン、ＮＩＥ教育と言っているわけでございま

すけれども、それをさらに進めていくこと。そ

して、もう一つは読書活動、これを推進しなが

ら、読解力、あるいは情報収集力など、Ｂ問題

の成績アップにつながる、そういう力を小学生

のうちから伸ばしていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 小学生の算数の場合でも、

要するにどちらに関しても、小学生の算数の場

合、算数Ａ、基礎的な基本的な知識、技能が身

についているかどうか、あと算数のＢは基礎的

な知識、技能を活用するか、できるかどうかに

ついて、これは算数に関してはどちらも悪いと。

この傾向は毎年続いているんですけども、この

件については今後どのような対応をするつもり

なのかを伺いたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 ご指摘のとおり、小学校の算

数Ａ、Ｂ、両方でございますけれども、これの

向上については本当に大きな課題というふうに

捉えてございます。 

 現在、各学校では、各学習内容に漏れのない

ように単元計画を立てて、授業を着実に進めて

いただいておりますけれども、基礎的な力の定

着が今一歩である領域が結構ございます。 

 例えば算数Ａの問題で見ますと、５年生で学

ぶ割合であるとか単位量の問題でつまずきがや

や多いという傾向がございました。それから、

本市の子供たちは、少数、分数の計算、図形の

意味理解といった、非常に基本的な問題でも正

答率が余り高くないという状況がございます。

それから、算数のＢ問題につきましては、先ほ

どから申し上げておりますが、記述式の問題に

おいて全国、県平均を下回っているという状況

がございますので、これらの結果を踏まえなが

ら、各小学校では基礎、基本を徹底して確実に

身につけるように、繰り返しのドリル学習、全

校一斉テストの実施、それから授業の中で、解

き方を式だけではなく図や言葉を使って説明す

る、ノートにまとめるといった活動を重点的に

取り組んでいただいております。 

 また、低学年のうちから計算力を向上させる、

百ます計算だけではないんですけども、こうい

うます計算なども取り入れながら、子供たちの
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基礎的な力をアップしていきたいというふうに

考えているところでございます。 

 加えまして、今後はさらに授業の質を高めて

いくことはもちろんでございますが、学習内容

の振り返りの時間、それからスパイス問題とい

うふうに呼んでいるんですが、これは全国学テ

の問題に類似した問題を集めたものでございま

す。この問題を単元末にしっかり解く時間など

を確保しながら、単元構成を工夫し、指導を進

めていっているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 中学生の場合だと、数学

Ａ、基礎的、基本的な知識、技能が身について

いるかどうかを見る問題、数学Ｂは基礎的な知

識、技能をできるかを見る問題ですが、こちら

は数学Ｂのほうが悪いというふうな形が、この

傾向が続いてる。こちらもやっぱり応用問題が

非常に弱いような気がするんですけど、この辺

に関してはどのように考えていらっしゃいます

か。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 中学校の数学Ａ、Ｂと。特に

このＢ問題についてでございますけれども、昨

年、一昨年ともに、実は県を若干下回る結果と

いうふうにやっぱりなってございました。今年

度につきましては、数学Ａ、Ｂともに県を少し

上回り、特にＢ問題では全国とほぼ同等の結果

という、ことしは、今年度についてはうれしい

結果を得ているところでございます。 

 その理由として考えられることということで

ございますけれども、現在、県の指導もありま

して、探求型の学習というのを現場で進めてい

ただいております。これは、みずから課題を設

定しまして、基礎的な知識、技能と思考力、判

断力、そういう表現力などを総合的に活用しな

がら解決に取り組む学習、それを通して確かな

学力を育むといった学習の仕方を総称して探求

型学習というふうに呼んでいるんでございます

けれども、この学習推進協力校としまして、長

井小学校と、それから長井南中学校が指定され

てございます。 

 この研究の実践の積み上げを他の小・中学校

にも広げていっているという取り組みを今して

おりますけれども、今後も１単位時間の中で身

につけさせるべき力を明確にする、基礎、基本

を大切にしだ授業をする、そして習得したもの

を活用できる授業、これらをバランスよく行っ

ていけるよう、各学校に指導してまいりたいと

いうふうに思います。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 今、出ましたけども、探

求型授業に関しては、３月の定例会の予算総括

質疑でも伺いました。その中で、探求型授業は

秋田県の教育を参考にしているのではないかと。

ただし、秋田県では前段取りの取り組みとして、

算数・数学学力向上推進事業を５年間、理数学

学力向上推進事業を５年間やってきていると。

長井市としてどうやっていくのかとの質問に対

して、学力に最終的につながってほしいという

願いはもちろん持っている。ただ、子供の学び

が豊かなものになってほしい。体験がなくて、

ただ単に教科書を教えるような、そういう授業

にはなってほしくないとの回答でした。 

 しかし、今回の学力テストの結果を見ますと、

国語については基礎的な基本的な知識、技能は

理解できているが活用できていない。算数、数

学については、基本的な知識、技能は理解でき

ておらず、活用もできていないという結果にな

ってまして、そのやり方、授業のやり方等で全

体的な底上げを図らないと、今後も同様の傾向

が続くのではないかと思いますが、教育長の考

えを再度伺わせてください。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 議員ご指摘のとおり、全体的

な底上げというのはやはり必要だというふうに

思っております。 
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 そのためには、まず１つ目には、日々の授業

の質を、やっぱりこれをしっかり高めていくと

いうことがまず重要なことだろうというふうに

思います。 

 そのポイントは３つほど考えているところで

ございますが、まずは、つけたい力、どういう

力を子供たちにつけたいのかということをしっ

かり明確にして授業を行うということ。２つ目

が、子供たちが興味を持って解きたくなるよう

な課題の設定をしていくということ。そして３

つ目に、児童生徒に考えさせる、じっくり考え

させる場面と、教師がしっかりと教えると、こ

の考えさせると教えるのバランスをとった授業、

そこを明確にした授業をしていくことが大事だ

というふうに考えているところでございます。 

 さらに、児童生徒のつまずきを分析しまして、

それを克服する指導を充実する必要があるとい

うふうに思ってございます。児童生徒のつまず

きをこれまで以上に意識しながら、一人一人に

応じたきめ細かい指導ができるよう、子供たち

の確かな見取りを大切にして、児童生徒の確か

な学力の育成を、底上げを図っていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 ちょっと蛇足なんですが、秋田県の小学校で

は小学１年生のときに教室内に「夢の木」と書

かれた掲示物があり、そこに何になりたいかと

の目標を掲げて、その目標を実現するために勉

強するというシステムがとられていると。単純

に授業を受けるのではなく、生徒のモチベーシ

ョン、その動機づけ、意欲ややる気を上げる工

夫がされており、宿題については、子供たち自

身がそれぞれのテーマを決め、調べてくること

もやられていると。また、細かいことですけど

も、消しゴムは白以外は禁止として、キャラク

ターやにおいのついているものは集中力の妨げ

になるというふうな記事がありました。 

 長井市の小学校でもモチベーションを上げる

ことを最重要視していかないと、なかなかやっ

ぱり、教師の側で一生懸命いろんなことをやら

れるのは確かに重要なことなんですけども、子

供たち自身がやる気、意欲が出てこないと、な

かなか難しいのではないかと思います。 

 また、ある小学校では、授業中に集中力が切

れないように、担任以外に１人の教師が見守り、

時にはもう１人の教師が授業に入って、散漫に

なりそうな生徒に声をかけ、注意力が散漫にな

らないように見守っていると。そのようなこと

までやっていかないと、なかなか子供たちとい

うのはやっぱりどうしても意識が飛んじゃうと

いうか、なかなか集中している時間が長く続か

ないと思いますので、そういったことに関して

は今後どのような形で応用できるかと思うんで

すが、その辺はどのように考えますか。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 議員おっしゃるとおり、教師

のほうで、これやれ、あれやれ、次は何々だ。

やっぱりこれでは子供たちの意欲、もちろん続

かないというふうに思います。 

 結局、自分が今学習していることが将来の何

につながっているのか。中学生でいえば、何の

ために勉強するのかといったこと。単に目の前

の高校進学ではなくて、将来どういう人間にな

って、どういう仕事につきたいのかといった目

当てといいますか、それはすなわちキャリア教

育だというふうに思いますけれども、そういう

ことも当然、学校現場では大事にしながら指導

していっていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、加えまして、注意力が散漫になり

がちな児童生徒に対してという対応につきまし

ては、幸いといいますか、本市の場合、多くの

学習支援員の方のお手伝いをいただきまして、

どうしても注意がほかにそれそうな子供たちに

は支援をしていただき、大変フォローしていた
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だいているといったところがございます。今後

ともそれは継続してまいりたい、さらに充実し

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございます。 

 特に中学生については、その後３年間の高校

生生活を過ごした後に大学受験となった場合に、

全国の学生と競争することになります。その際、

小学時代、中学時代に受けた授業で理解できな

かったことがあった場合、最初からハンデを背

負ってしまうことになるのではないかと。その

辺をどのように考えるのかをお伺いしたいので

すが、いかがでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 先月の11月27日ですけれども、

県の教育センターにおきまして、全国学力・学

習状況調査の意義と、それから調査結果の活用

についてという題で、国立教育政策研究所の学

力調査課長、学力関係の一番の責任者でござい

ますけれども、その方の講話がございました。 

 その中では、全国学力・学習状況調査の目的

でございますけれども、これは義務教育の機会

均等と、それからその水準の維持、向上の観点

から３つほど、改めて示されたところでござい

ます。 

 １つは、全国的な児童生徒の学力や学習状況

を把握、分析し、国、あるいは教育委員会にお

ける教育施策の成果と課題を検証、そしてその

改善を図りなさいということが１点目。 

 ２点目は、各学校において児童生徒への教育

指導の充実や学習状況の改善に役立ててくださ

いと、これが２点目。 

 それから３つ目としましては、そういうよう

な取り組みを通じまして、教育に関する継続的

な検証サイクルを確立するんだといった、この

３点が改めて学力調査課長のほうから示された

ところでございます。 

 この中で、児童生徒のつまずきからヒントを

得て授業改善につなげてほしいと、このことに

つきましては、まさに本県、本市の取り組みに

これからもっともっと生かしていかなきゃいけ

ないというふうに考えてございます。 

 大学受験でハンデとなる可能性はないかとい

うご指摘をいただいたわけでございますけれど

も、本市の場合、中学生では県平均を上回り、

全国平均とほぼ同様の結果というふうになって

ございまして、大きなハンデにはなっていない

のかなというふうには思いますが、今後、大学

入試制度改革、今、さまざまマスコミで報道さ

れておりますけれども、これも記述式になった

り、論文が試されたり、それから英語の能力が

試されたりと、新しい能力が。新しい制度にな

っていくということでございますので、それを

見据えて、今求められる学力は何かということ

を捉えながら、本市の子供たちにはしっかりと

した力をつけていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 今、話出ました、11月27

日に県内の指導主事を集めた会議を開いたと。

その中で、担当の方が、児童生徒の力を把握し

指導の充実につなげることが調査の目的であり、

成績に一喜一憂する必要はないというふうな話

をしていらっしゃるんですけども、非常にこれ

無責任だなと思うのは、あなたは、話ししてい

る方は、その成績に一喜一憂する必要はないと

は思うんですけども、生徒を持たれている親の

方々は、その成績に一喜一憂せざるを得ないと

思うんです。やっぱりその都度その都度。県の

行政に携わってる人は、５年なり10年とスパン

で見られるんでしょうけども、実際子供を持た

れてる親御さんに関しては、３年というスパン

であったり、１年というスパンで物事を見られ

ていった場合に、やっぱり全国テストで成績が

山形県の場合はどんどん下がっているよという
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ことで、偏差値でいうと、大体30ポイントから

40ポイント差が出てくるというふうな。正答率

では6.7ポイントの差でも、偏差値で見ると30

ポイントぐらい差が、もう簡単についてしまう

ような、正答率の差が出ているわけですから、

これは少しでも持ち上げていかないと問題では

あるというふうに考えているんですけども、こ

の調査目的のためで、成績に一喜一憂するとい

うのは、非常に私個人としては非常に問題だな

と。その辺、教育長はどのようにお考えですか。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 基本的に非常に気にはしてお

ります。もちろんです。 

 ただ、0.1ポイント上がったとか下がったと

か、これは大きな問題ではないだろうというふ

うに思います。大きく下がっているとすれば、

それは全体として下がっているわけですから、

やっぱりこれは指導のあり方が問題だというこ

とになります。したがいまして、それは指導の

改善にしっかりつなげていかなければならない。

現場の校長先生方を初め、各学校の先生方にも、

そういう危機意識は今しっかり持っていただい

てるところでございますので、現場と協力しな

がら、１ポイントでも２ポイントでもという言

い方はちょっと不適切かもしれませんが、全国

を上回れるような力になれるように指導をして

いきたいというふうに思ってございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 そこで提案なんですけど

も、今回、ふるさと納税にて教育及び文化の振

興に関する事業で3,877万6,000円使用しており

ます。内容的には、教育振興費として2,890万

円、小学校、中学校の図書及び教材、備品など

の購入というふうになってます。 

 このことも大変大事なんでしょうけども、小

学生の場合、今、学童クラブをやられています。

その中で、勉強を教えてくれる人、教えられる

人に依頼して、授業中にわからなかったことな

どが聞ける環境をつくることができないんでし

ょうかと。授業で全ての子供たちが理解するこ

とは、個人的にかなり無理があると思いますの

で、やはり授業でわからなかったことが聞ける

環境というのをつくるという形はとれないのか

どうかを伺います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 今、ご指摘いただいたことは、

とても大事なポイントだというふうに、私自身

思います。 

 わからないことをしっかり聞ける子供という

のは、必ずこれは伸びるというふうに思います。 

 現在の学校の状況でございますけれども、も

し授業中にわからないことがあった場合にはど

うするのかといったところ、小学校におきまし

ては、休み時間を中心としながら個別対応で学

習を行っている学校がほとんどでございます。

また、放課後に時間を見つけ、あるいは特定の

曜日の６時間目に時間を設定したりというよう

なことで、改めてそこでまとめて先生が教える

といった取り組みをしている学校もございます。 

 それから、しかしそれでもわからないことが

残っていくという状況もあるかと思います。議

員ご提案の、学童クラブ等でそれを補うために

人を雇用して教える環境をつくってみてはどう

かというご提言でございますけれども、まずは

基本的には、私としては、学習については学力

保障は学校で基本的にやっぱりきっちり責任を

持ってやらなければならないというような基本

的な考え方を持ってございます。 

 ただ、それでも、じゃあ全員にしっかりと対

応できてるか、100％対応できてるかといいま

すと、なかなか今の忙しい現場の状況では難し

いところもございますので、放課後、あるいは

学校が終わってから学童クラブなどに人を配置

してそういう体制をとることが可能かどうかと

いうことにつきまして、予算、それから人材の

確保の問題なども踏まえながら、学童クラブを
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所管する子育て推進課とも協議をし、可能性を

探ってみたいというふうに思っているところで

ございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ぜひその辺、子供たちの

レベルを底上げすることが一番。できる人はで

きるんだと思うんです。だから、わからないこ

とがわからない子供もいると思うので、その辺

を上げていかないと全体的なレベルが上がらな

いのかなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 あと中学生や高校生のためには、今回、免震

工事をしている長井小学校の第一校舎がありま

すけども、その中や、今回、建設を予定してい

る複合施設内に長井学習支援教室とでも称して

無料で学ぶことができる環境をつくることはで

きないのかと。全ての子供たちがもっと勉強し

たいとの意欲が出せる環境をつくり上げること

が重要で、子供たちに学ぶ環境を整えることが

大事なのではないかと思うんですけども、その

辺も教育長の考えを教えてください。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 中学校におきましては、南北

両中学校とも、学習支援ボランティアを募りま

して、放課後等を利用しまして希望する生徒に

勉強を教える環境を現在整備しているところで

ございます。 

 今年度は学校・家庭・地域の連携協働推進事

業といたしまして、地域未来塾というふうに称

しまして、教職員のＯＢの方、この方はボラン

ティアでございますけれども、それを中心とし

まして学習会を開催し、基礎学力の定着を図っ

ていく取り組みを行っているところでございま

す。この学習会は、七、八年前から行っており

ますが、この取り組みを一層充実させてまいり

たいというふうに思っているところでございま

す。 

 それから、ご提言ありました長井小学校の旧

第一校舎の利活用につきましては、これから議

論を重ねていく予定でございますけれども、旧

第一校舎を学びと交流の場と位置づける考えで

ございますので、その中で、高校生に対しての

学習支援等もニーズを把握しながら検討してま

いりたいというふうに考えてございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 最後に、市長にお伺いい

たします。 

 長井市として、教育、子育てを軸に移住、定

住、交流、雇用、働く場、まちづくり、地域づ

くりの好循環で、子供や子育て世代にとって魅

力あるまちを目指して総力を挙げて取り組んで

いると。長井市では、無料の学習支援教室を開

設し、子供たちの学力の底上げを図る環境が小

学生から高校生まで整備できれば、子供たちの

教育のために移住、定住することを考える世帯

も出てくるのではないかと思いますけども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 内谷議員おっしゃるように、無料で学力を向

上させるような軸的なものを支援するというこ

とは、保護者にとっては大変魅力的な事業だと

いうふうに思います。 

 長井市のほうは、教育長のほうからありまし

たように、教育ボランティアを広く募って、希

望者に対して無償でいろいろ教えるというよう

な事業を七、八年前から進めておりますし、あ

と実際、学校現場のほうは、授業終了後も必要

な子供を、どちらかというと先生方から声をか

けて、ちょっといろいろ放課後に教えるという

ことなどをして、やっぱり子供たちの学力を少

しでも上げるような努力をされております。 

 議員おっしゃるように、例えば隣町なんかは、

一流の塾の講師を呼んで無償で受けることがで

きると。これが一つの魅力だとは思いますが、

なかなか難しいことなんですけども、例えば最
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近の教育に関する記事ですと、東大に入ってい

る学生のアンケートの中で、子供のころ、どん

な勉強環境でしたか、あるいは家庭内での生活

はどうでしたかと、いろいろアンケートしたと

ころ、余り変わってないです。ただ一つ、大き

く違ってたのは、いわゆる東大のように偏差値

優秀な人と、あと通常の我々みたいな人、何が

違ったかというと、家庭内で親とかなり対話し

てたと。それが非常に目立ったなというふうに

思っておりまして。そういった意味で、私ども

でコミュニケーションとしての英語だったり、

あるいは国語力、まず基礎的な国語力を高める

ことが、いろいろな学力の向上につながるとい

うことで、地道に、ようやく始めたばかりです。

これは泡渕戦略監のほうがいろんなプログラム

を組み立ててことしからやっております。 

 あともう一つ、教育長のほうからありました

けれども、１学級１新聞というのは、実はこれ

結構、続けることによって、ＮＩＥ教育ってい

うんでしたっけ。そうですね。これも実は、学

校で教室でみんな読むからって、自分も読みま

すよね。特に郷土の、地域の話題なんかでした

ら、うちへ帰って食事のときに、父親はいない

かもしれないですけど、母親とかおじいちゃん、

おばあちゃんと、こういうことを実は長井市の

記事に載ったんだよということで話しして、さ

まざまな会話ってできますよね。こういったこ

となんていうのは、実は学力向上につながるん

じゃないかなというふうに思ってます。 

 いずれにしろ、百ます計算なども含めて、私

ども、子供たちの学力をやっぱり上げなきゃだ

めだと。自分の目標に向かって必要な学力をつ

けるということが、我々行政側の務めでもある。

そのための支援を今後検討してみたいと思いま

すし、あとそういった塾は、長井市は民間の塾

が結構あるんですよ。民業圧迫も、これも決し

て我々行政すべきじゃないと。ですから、うま

くすみ分けをして、民間の塾もいい塾を行って

いただいて、そして私どもは基礎的なところを

学校側と協力して頑張っていきたいというふう

に思いますので、今後ともよろしくご提言をお

願いしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。 

 次に、ふるさと納税事業に関して、今までの

経過で一部疑問点がありますので、質問をさせ

ていただきます。 

 平成29年度当初予算では、報償費が２億

4,835万円、ふるさと納税業務委託料が2,700万

円、その他費用として4,309万7,000円、ふるさ

と応援基金積み立てが４億25万円、一般財源投

入額が３億1,844万7,000円。 

 平成28年度当初予算では、報償費が１億

1,440万円で、ふるさと納税業務委託料が1,954

万8,000円、その他費用が1,995万1,000円で、

ふるさと応援基金積み立てが２億2,463万7,000

円で、一般財源投入額が１億5,389万9,000円で

す。 

 平成28年度決算では、報償費が１億5,909万

8,495円で、ふるさと納税業務委託料が2,198万

4,480円、その他費用として2,453万6,690円で、

ふるさと応援基金積み立てが２億8,222万2,904

円、一般財源投入額が２億561万9,665円でなっ

てます。 

 報償費については、平成29年度の予算時の報

償費が２億4,835万円となっていますが、平成

28年度の決算の報償費１億5,909万8,495円と、

寄附金の割合で比較すると5.68ポイント上昇し

ていますけども、予算作成時、どのような想定

で上昇させたのか、その理由を総務参事、教え

てください。 

○渋谷佐輔議長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 最初に、ふるさと応援寄附

の大まかな流れについて、ちょっとご説明させ

ていただきたいと思います。 

 ふるさと応援寄附金につきましては、毎年度、
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これは４月１日から翌年３月31日までにいただ

きました金額を寄附金として歳入処理いたしま

して、寄附金額に応じて市の特産品等をお礼の

品としてお送りしております。 

 そのお礼の品のうち、サクランボやリンゴ、

ラ・フランス、シャインマスカット等のブドウ、

マツタケなどにつきましては、６月以降の翌年

度発送分につきましても、１月、もしくは２月

ぐらいから受け付けを始めております。 

 また、寄附金をいただいてからお礼の品を発

送するまで、通常、ほかの自治体も同様でござ

いますが、最大で30日から60日程度の期間をい

ただいております。 

 したがいまして、必ずしも、かなめの部分で

すが、当該年度に寄附をいただいた金額に対応

するお礼の品の購入を全てその年度の予算から

執行しているものではない。制度上、こうした

会計処理となっているということをまずはご理

解をいただきたいと思います。 

 ご質問いただきました、平成28年度決算と29

年度当初予算の寄附金と報償費の割合がふえて

いる要因でございますが、大きく分けて２つほ

ど上げられます。 

 １つは、平成27年度決算において、翌年度に

お礼の品の発送となるサクランボやブドウ等の

果物類の寄附金額が多く見られたため、28年度

も同様の傾向が続くと想定したこと、２つ目は、

お礼の品の多くを占めていた米沢牛や果物類の

単価アップが予想されたことでございます。 

 以上のことに加えまして、最初に申し上げま

した歳入歳出のタイムラグ分も見込みながら、

平成29年度当初予算編成時におきまして必要な

予算措置を行ったということがその差となって

いるのかなと考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ありがとうございました。 

 ちょっと時間的に余裕がないので、ちょっと

飛ばさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 平成29年４月１日に、各都道府県知事宛てに

総務大臣より、ふるさと納税に係る返礼品の送

付等について発表されました。内容は、下記の

返礼品について送付しないこととし、１、金銭

類似性の高いもの、資産性の高いもの、価格が

高額なもの、寄附額に対する返礼品の調達価格

の割合が高いものとなっており、返礼割合につ

いては、社会通念に照らし良識の範囲のものと

し、少なくとも、返礼品として３割を超える返

礼割合のものを送付している地方団体において

は、速やかに３割以下とすることとなってます。 

 また同様に、平成29年４月１日に、各都道府

県総務部長宛てに総務省自治税務局市町村税課

長より、返礼割合に関しては、社会通念に照ら

し良識の範囲のものとし、少なくとも、返礼品

として３割を超える返礼割合のものを送付して

いる地方団体においては、速やかに３割以下と

するようお願いしておりますが、この事項は、

返礼品送付について地方団体間の競争の過熱が

指摘される現状において、問題の大きな要因と

考えられる、特に返礼割合の高い返礼品を送付

している地方団体に対し、速やかに見直しを求

めるものであって、返礼品の返礼割合の妥当な

水準を３割とする趣旨ではないとの通達も同時

に出されております。 

 返礼品割合は３割にこだわらず、常識の範囲

内で行うことかなと、個人的には理解しました

けども、先日の総務常任委員会協議会にて、11

月下旬より返礼率を約50％から30％以内に見直

しをするという説明がありました。 

 総務参事に伺います。30％以内の返礼率に変

更するとした場合のやり方について、どのよう

に行うのか、教えてください。例えばですが、

その返礼品の量を減らすのか、もしくは金額設

定を上げるとか。一体どのように行うのか、教

えてください。よろしくお願いします。 

○渋谷佐輔議長 齋藤環樹総務参事。 
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○齋藤環樹総務参事 まず、お話にありました総

務大臣通知についてでございますが、過日、内

谷市長が随行の総合政策課長とともに、発出元

でございます総務省自治税務局市町村税課を訪

問されまして、担当の理事官からお話を伺って

きております。 

 それによりますと、やはり現在、一部自治体

で競争になっていると思われる、過度、高額、

返礼率の著しく高い、換金性のあるお礼の品の

送付等については、ふるさと納税制度を創設し

た趣旨に合わないので、地方自治体に是正を求

めたものであるというようなことでございます。 

 その中で、お礼の品の返礼率は常識の範囲内

で、特産品として地域の活性化に結びつくもの

であれば、特に３割にこだわらなくとも、とも

お伺いはいたしましたが、各自治体間で過当な

競争になられており、総務省といたしましては、

地方自治法第245条の４、いわゆる技術的な助

言に基づいて、社会通念上、お礼の品の返礼率

は速やかに３割以下とすることなどの通知を出

したものでありまして、３割はやはりこだわり

のある数値と理解をしております。 

 長井市におきましては、11月26日まで従前の

返礼率で寄附金の受け付けを行い、翌日の27日

から順次、新しい全てのお礼の品の返礼率が３

割以下といたしておりまして、寄附金の受け付

けを行っております。 

 お尋ねの返礼率の見直しですけれども、次の

２つの方法で行っております。 

 まずは、寄附のしやすい１万円とか２万円の

金額に合わせてグラム数などで対応できる米沢

牛や果物などにつきましては、重さなどを変更

することといたしました。もう一つ、例えばビ

ールなどは、ケース単位でしか送付が難しいも

の、日本酒やけん玉、ある程度の量が必要な米

沢牛のステーキなど、単価を下げられないもの

につきましては、対応する寄附金額を上げさせ

ていただいているというような対応を行ってお

ります。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 11月26日に変更したとい

ったときに、11月26日まで駆け込み需要的な動

向が出ているのかと。今までは返礼品の魅力も

あり、ふるさと納税として活性化してきたと。

今後、長井市としての発信はどこに主眼を置い

て返礼品を設定することになるのかを教えてく

ださい。 

○渋谷佐輔議長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 今年度、平成29年度のふる

さと応援寄附金につきましては、この10月末現

在で、昨年度、28年度の寄附金総額を若干超え

る金額をいただいております。11月末現在での

昨年度の２倍を超えるペースで寄附をいただい

ております。 

 この要因といたしましては、ことし６月から

長井産のホップを原材料としてつくられている

ビールをお礼の品に加えたところ、希望なされ

る方が全体の４割程度を占めているという状況

で、これが寄附金額が伸びている大きな要因と

考えているところです。 

 こういった傾向もございますので、現在、特

に大きな、返礼率を変えたことで大きな駆け込

み需要的なものは見られないのかなと考えてお

ります。 

 先ほどのご質問でもお答え申し上げましたが、

11月26日を境に返礼率の見直しを行いまして、

ただ、ほかの自治体では返礼率を従前のままと

している自治体もございますので、長井市の寄

附金額につきましては11月26日を境に大きく減

少をしております。 

 お礼の品につきましては、これまでも長井の

魅力を多くの方々に知っていただくこともふる

さと納税の重要な目的であることから、長井の

特産品を主眼に選定してまいりました。ほかの

自治体で、47都道府県のあらゆるものをライン

ナップし、多くの寄附を集めているところもあ
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るようですけれども、長井市といたしましては、

ふるさと納税の本来の趣旨に基づきまして、単

に返礼品の魅力だけで寄附をしていただくので

はなく、今後も長井に関連するお礼の品にこだ

わり選定していきたいと考えているところでご

ざいます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 その返礼品の品物の中で、

長井市産品の比率が問題になると考えているん

ですけども、原料から全て長井産と呼べる品物

は返礼品の中の何％になるのかを教えてくださ

い。 

○渋谷佐輔議長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 お礼の品として、寄附をい

ただいた方に差し上げるものについては、全て

長井市に関連するものではございますが、原料

から全て長井産かという把握は、正直なところ

なかなか難しい点もございまして、今のところ

行っておりません。 

 29年度のお礼の品の割合として、約４割がビ

ール、２割が米沢牛、２割がサクランボやリン

ゴ、ブドウ、ラ・フランス等の果物、その他の

２割がお米やけん玉、コンニャクなどの食品類、

陶芸品などとなっております。 

 一番大きなシェアのビールは、長井産のホッ

プ全量が重要な原料の一部となってございます

が、その商品としての何％を占めているのかは

残念ながら不明でございます。 

 米沢牛や果物につきましても、できる限り長

井で生産されたものとお願いし、全てを長井の

業者から仕入れております。その他のものでは、

お米は現在全て長井の生産者が栽培したもので

ございますが、食品類については原材料から全

て長井産というのはなかなか把握は難しいし、

少ないのかなと考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 岡山県吉備中央町では、

自然豊かで水がきれいな美しい米の産地で、こ

の町の返礼品はコシヒカリで、寄附金１万円に

つき20キロ、３万円で60キロ届くと。この米が

人気となって、作付をふやす農家がかなりあっ

たと。返礼品需要が生産者を元気づけていると

いう記事がありましたが、一方、長井市ではこ

のような事例はあるのでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 齋藤環樹総務参事。 

○齋藤環樹総務参事 ご案内のありました岡山県

吉備中央町のお米は、１万円の寄附で20キロと、

返礼率が全国でもトップクラスで人気があり、

作付をふやしているようでございます。 

 長井市のお礼の品の中では特にシャインマス

カットが人気がございまして、ネットに掲載す

ると瞬く間に希望者が殺到し、品切れになると

いうような状況でございます。 

 シャインマスカットにつきましては、関係者

にもこの市場性をご理解いただいておりまして、

作付面積が伸びているとお聞きしております。 

 また、市内農家の方には、新たに山形のお米

の新品種、雪若丸を作付して、お礼の品に使用

できないかというようなお話もあるようでござ

います。 

 いずれにいたしましても、今後もお礼の品の

需要が生産者を元気づけられるような作物のラ

インナップにつきましても関係者と協議を行っ

てまいりたいと考えております。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 平成28年度に寄附金基金

のほうから充当する金額について３億3,205万

6,000円で、充当先の事業は、１番が子育てに

関する事業には１億829万8,000円、教育及び文

化振興に関する事業が3,877万6,000円、環境保

護、保全に関する事業が8,136万5,000円、その

他市長が必要と認める事業、使途未指定につい

ては１億293万7,000円、その他市長が必要と認

める事業は68万円となってます。 

 まず、子育てに関する事業として１億829万

8,000円、児童センター運営事業として使用さ
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れておりますけども、運営事業費として使用さ

れた１億829万8,000円について、成果として何

が出ているのかを子育て推進課長に伺います。 

○渋谷佐輔議長 金子 剛子育て推進課長。 

○金子 剛子育て推進課長 お答えします。 

 児童センター運営事業については、児童厚生

施設として、就学前児童を対象とした集団保育

と、就労等により放課後、家庭で保育できない

小学生を対象とした学童クラブの運営を実施し

ております。 

 平成28年度児童センター運営事業の決算額１

億8,714万円のうち、使用料や国、県からの補

助金に加え、ふるさと応援基金をいただいて、

一般財源からの支出は3,189万7,000円に抑える

ことができました。 

 児童センター及び学童クラブにおいて基本と

なる職員体制に加え、発達支援が必要なお子さ

んへの効果的な職員の配置ができております。

特に学童クラブにおいては、利用児童に応じた

支援員を確保しており、きめ細やかな対応がで

きることから、利用児童の増加が成果と考えて

おります。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 ちょっとほかにも聞きた

かったんですけど、ちょっと飛ばさせていただ

きまして、内谷市長にちょっと伺わせていただ

きます。 

 ふるさと納税として、寄附金は寄附金として

積み立てて、そのお礼品やその他かかわる経費

が一般財源から支出してる今、現在のシステム

から考えた場合に、単純計算すると、寄附金と

して残るのが平成27年度では１億3,748万9,413

円、平成28年度では7,660万3,289円となってま

す。 

 先ほど総務省自治税務局市町村税課長の文章

にも、ふるさと納税にかかわる返礼品の調達に

要する経費の支出に当たって、返礼品の送付を

通じて地域の特産品の宣伝を行うなど、さまざ

まな政策上の目的を有する場合であっても、議

会や住民に対して説明責任を果たすことができ

るよう、公正性や透明性の確保に十分配慮しつ

つ、適切な対応をお願いしますとありますが、

この点について、今まで寄附金総額に関しては

非常に話題の中心になってますけども、実際、

その中身については市民の方々に説明されてい

るのか。寄附の件数と金額の報告だけは市報な

どでなっているようなんですけども、その辺は

どのように考えておりますでしょうか。 

 市長に。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほど総務参事のほうからずっ

と一連でお答えさせていただいたように、一応

私どもの今までのスタイルは、寄附いただいた

ふるさと納税については、一応積み立てて、そ

の後、いろいろ一般財源として充当させていた

だくと。その間、返礼品を送るわけですが、そ

れについては一時、一般財源から使わせてもら

って、それは補填すると。 

 では、使い道については、ふるさと納税いた

だいたから新たなその部分でやる事業というよ

りは、体系的に計画的にいろんな事業をこのよ

うに発展させていこうと、そういったところに

充当を広くさせてもらってるという中身でござ

います。 

 お尋ねの中身の部分についてですが、私ども

は５割で基本考えてたんですね。実際、さまざ

まな経費を差し引きますと、３割程度しか残り

ません。そこの部分については余り詳しい報告

はなかったということで、これは今後、特に来

年度にかけては随分曲がり角なので、市民の皆

様にきちんとお知らせするような広報等を心が

けたいと思います。 

 議会の皆さんにもぜひ知っていただきたいん

ですが、私は今回の総務省の通達は当然だと、

私は正しいと思います。それは、一部、先ほど

例も挙げていただきましたように、地元の産品
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を送ることによって地元の産業、あるいは農家

が非常に産業振興につながるという部分はある

んです。これは大切にしたい。ところが、返礼

率が７割、８割というところがあるんですよ。

そうすると、５割の返礼率のところは見向きも

されないわけですよ。もう返礼率の高いところ

にみんな行っちゃうということで、県内はもち

ろん全国で高いところは特徴あるふるさと納税

のところなんですね。例えばパソコンを売って

ると。こんなところはないわけですよ。ふるさ

と納税してパソコンということですから、そう

いった意味では、ちょっと明らかに過剰だと。

あと例えば米沢牛、私ども４年前は１位だった

んですね。ところが３年前ぐらいにがくっと下

がりました。何かっていうと、単価が上がった

んですね。ところが、ほかのところは、今まで

私ども、１万円で5,000円やってたと。例えば

グラム数にして500グラムだったと。ところが

上がったんで、495グラムだというと、途端に

がくんと下がるんですよ。ほかのところは500

グラムで。なおかつ、500グラムでやってると

きも、苦情が、クレームが来ると。じゃんじゃ

ん来ると。何かっていったら、498グラムしか

ないと、２グラム足りない。これ何ですか。ふ

るさと納税の趣旨からいったら、全然違うでし

ょう。こういったことはやっぱり市民にきちっ

と教えなきゃいけないんでしょうけども、残念

ながらそこまでは我々考えなかったんですが、

なお実態をお知らせして、やはり３割程度が本

来であると。 

 例えばガバメントクラウドファンディングみ

たいに、長井小学校の木造校舎をぜひ生かした

いからということなどで、本来の目的のふるさ

と納税をお願いしてますんで、こんなことで、

これから市民にも議会にも広くお知らせするよ

うにしたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 時間もありませんので。 

 今までの説明というのは、長井市のホームペ

ージでふるさと納税寄附金を調べると、いろん

な事業に使用しましたというような報告は確か

にありますけども、使用した成果については何

も書かれてないと。寄附をしていただいた方々

への報告もやっぱり必要だと思います。やはり

寄附をいただいたら、あなたの寄附金はこの事

業に使用され、このような成果がありましたと

報告するべきだと思いますけども、市長はその

辺はどのようにお考えですか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 議員おっしゃるように、今まで

もふるさと納税で長井市の場合は２万件とか、

ことしは３万件行くかもしれませんけども。少

なからず、長井市ゆかりの人は返礼品なんて求

めてないですよね。本当に純粋に長井のために

寄附していただいたと。そういう方のためにも、

皆様からいただいたご寄附でこういったことを

成果挙げてるということはきちんと来年からは

お知らせしなきゃいけない。ことし分も含めて、

議員ご指摘のとおり、これに努めていくように

してまいります。 

○渋谷佐輔議長 ４番、内谷邦彦議員。 

○４番 内谷邦彦議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で質問を終わります。 

○渋谷佐輔議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５８分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 


